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議第６５号  

 
 

専 決 処 分 に つ い て 

 令和６年度荒尾市一般会計補正予算（第４号 ）について、地方自

治法（昭和２２年法律第６７号 ）第１７９条第１項の規定に基づき、

別 紙 の と お り 専 決 処 分 し た の で 、 同 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ り 議 会 に

報告し、承認を求める。  

 

  令和６年１１月２７日提出  

 

荒尾市長  浅田敏彦  
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専決第５号  

 
 

令和６年度荒尾市一般会計補正予算（第４号）  

の専決処分について  

 

令和６年度荒尾市一般会計補正予算（第４号 ）について、地方自

治法（昭和２２年法律第６７号 ）第１７９条第１項の規定に基づき、

次のとおり専決処分する。  

 

  令和６年１０月９日専決  

 

荒尾市長  浅田敏彦  

 

令和６年度荒尾市一般会計補正予算（第４号）  

 
令和６年度荒尾市一般会計補正予算（第４号 ）は、次に定めると

ころによる。  

（歳入歳出予算の補正）  

第１条  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ  １９，１００千

円 を 追 加 し 、 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 を 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ  ２ ８ ，

０ ２ ２ ，６９０千円とする。  

２  歳 入 歳 出 予 算 の 補 正 の 款 項 の 区 分 及 び 当 該 区 分 ご と の 金 額 並

びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表  歳入歳出予算補

正」による。  
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第　１　表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

 １　歳　入

 2,059,864 23,777 2,083,641

 3 県委託金 76,860 23,777 100,637

 3,322,175          △4,677 3,317,498

 2 基金繰入金 3,322,175          △4,677 3,317,498

  合　　　計 28,003,590 19,100 28,022,690

（単位：千円）

款 項 補正前の額 補　正　額 計

16 県支出金

   

19 繰 入 金

   

       歳　　　入
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 ２　歳　出

 4,472,069 19,100 4,491,169

 4 選 挙 費 59,650 19,100 78,750

  合　　　計 28,003,590 19,100 28,022,690

（単位：千円）

款 項 補正前の額 補　正　額 計

 2 総 務 費

   

       歳　　　出
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 （歳　入）

16  県支出金 2,059,864 23,777 2,083,641

19  繰 入 金 3,322,175             △4,677 3,317,498

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  　歳　入　合　計 28,003,590 19,100 28,022,690

    

            歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書
 １　総　括

    （単位：千円）

款 補正前の額 補　正　額 計
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 （歳　出）

 2  総 務 費 4,472,069 19,100 4,491,169

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    　歳　出　合　計 28,003,590 19,100 28,022,690

    

款 補正前の額 補　正　額 計
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19,100

19,100

（単位：千円）

補　　正　　額　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　　　定　　　　　　財　　　　　　源
　　一　般　財　源　　

国庫支出金 　　県支出金　　 地　方　債 そ　の　他
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２　歳　入

   （款） 16  県支出金
 （項）    3  県委託金

16 県支出金 2,059,864 23,777 2,083,641
 3 県委託金 76,860 23,777 100,637

 1 総務費委託金 73,817 23,777 97,594

19 繰 入 金 3,322,175         △4,677 3,317,498
 2 基金繰入金 3,322,175         △4,677 3,317,498

 1 基金繰入金 3,322,175         △4,677 3,317,498

    （一般会計）

    

款　　　項　　　目 補正前の額 補　正　額 計
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（単位：千円）

 4 選挙費委託 23,777  1 衆議院議員選挙・最高裁裁判官国民審査委託金
   金

 1 基金繰入金      △4,677  1 財政調整基金繰入金

    

節
説　　　　　　　　　　　明

区　　分 金　　額
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３　歳　出

   （款）  2  総 務 費
 （項）    4  選 挙 費

 2 総 務 費 4,472,069 19,100 4,491,169 19,100
 4 選 挙 費 59,650 19,100 78,750 19,100

 3 衆議院議員 0 19,100 19,100 県支出金
選挙・最高 19,100
裁裁判官国
民審査費

    （一般会計）

    

　　　款　項　目　　　 補正前の額 補　正　額 計
　　補正額の財源内訳　　

　特定財源　 　一般財源　
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（単位：千円）

 1 報      酬 3,111  1 衆議院議員選挙・最高裁裁判官国民審査費                  10,840
  非常勤職員報酬                                           (3,111)

 3 職員手当等 8,260   報償金                                                      (11)
  記念品賞品                                                  (68)

 7 報  償  費 79   費用弁償                                                   (154)
  普通旅費                                                    (20)

 8 旅      費 174   消耗品費                                                   (864)
  燃料費                                                      (10)

10 需  用  費 1,268   食糧費                                                     (229)
  印刷製本費                                                 (165)

11 役  務  費 4,801   郵便料                                                   (3,618)
  電話料                                                      (29)

12 委  託  料 955   手数料                                                   (1,154)
  その他委託料                                               (955)

13 使用料及び 372     選挙公報配達委託料                                       (809)
   賃借料     投票用紙裁断処理委託料                                    (30)

    選挙時使用ゴムマット清掃業務委託料                       (116)
17 備品購入費 80   使用料                                                      (77)

  借上料                                                     (295)
  備品購入費                                                  (80)
 2 衆議院議員選挙・最高裁裁判官国民審査費（人件費）         8,260
  時間外手当                                               (8,260)

    

節
説　　　　　　　　　　　明

区　　分 　金　　額　

- 13 -



報　酬 給　料 期末手当
その他の

手当
計

長　等 2 18,768 6,116 25,199 50,083 3,347 53,430

議　員 18 80,232 25,865 106,097 22,948 129,045

その他 1,322 72,813 7,080 2,307 86 82,286 3,173 85,459

計 1,342 153,045 25,848 34,288 25,285 238,466 29,468 267,934

長　等

議　員

その他 68 1,583 45 1,628 1,628

計 68 1,583 45 1,628 1,628

長　等 2 18,768 6,116 25,199 50,083 3,347 53,430

議　員 18 80,232 25,865 106,097 22,948 129,045

その他 1,390 74,396 7,080 2,307 131 83,914 3,173 87,087

計 1,410 154,628 25,848 34,288 25,330 240,094 29,468 269,562

計

給　与　費　明　細　書

区　分

給　　　　　与　　　　　費

共済費 合　計 備　考
職員数
(人)

補
正
前
の
額

１　特 別 職 （単位：千円）

補
正
額
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２　一 般 職

　　総 括 （単位：千円）

報　酬 給　料 職員手当 計

補正前の額 352 （ 273 ） 396,199 1,279,144 919,777 2,595,120 508,548 3,103,668

補正額 （ 8 ） 1,069 8,674 9,743 9,743

計 352 （ 281 ） 397,268 1,279,144 928,451 2,604,863 508,548 3,113,411

（  ）内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員で外数

区　分
職員数
(人)

給　　　　　与　　　　　費

共済費 合　計 備　考

区　分 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当
単身赴任

手当
特殊勤務

手当
時間外勤務

手当
夜間勤務

手当

補正前の額 40,201 1,355 27,295 19,894 270 2,102 91,739 196

補正額 8,620

計 40,201 1,355 27,295 19,894 270 2,102 100,359 196

区　分
休日勤務

手当
宿日直手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 退職手当

補正前の額 1,973 236 18,354 355,285 290,213 23,605 47,059

補正額 54

計 2,027 236 18,354 355,285 290,213 23,605 47,059

職員手当の
内訳
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議第６６号  
 
 

荒尾市避難行動要支援者名簿等の提供に  

関する条例の制定について  

 

荒尾市避難行動要支援者名簿等の提供に関する条例を次のように

制定するものとする。  

 

  令和６年１１月２７日提出  

 

荒尾市長 浅田敏彦  

 

 

      荒尾市避難行動要支援者名簿等の提供に  

関する条例  

別紙添付  

 

 

 

 

提案理由  

 災害時において円滑かつ迅速な避難支援等を実施するため、避難行

動要支援者名簿等の提供について必要な事項を定めたいからである。 
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      荒尾市避難行動要支援者名簿等の提供に  
      関する条例  
 
 （目的）  
第１条  この条例は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号。

以下「法」という。）の規定に基づき、避難支援等関係者への名簿

情報及び個別避難計画情報の提供に関し、必要な事項を定めるこ

とにより、避難支援等関係者による円滑かつ迅速な避難支援等の

実施を支援し、もって避難行動要支援者の生命又は身体を災害か

ら保護することを目的とする。  
 （定義）  
第２条  この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該

各号に定めるところによる。  
⑴  避 難 行 動 要 支 援 者  災 害 が 発 生 し 、 又 は 発 生 す る お そ れ が 

ある場合に自ら避難することが困難な者であって、その円滑か

つ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要するものとして荒

尾市地域防災計画（法第４２条第１項の規定により作成する地

域防災計画をいう。以下同じ。）に定めるものをいう。  
⑵  避難支援等 避難行動要支援者について避難の支援、安否の

確認その他の避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護

するために必要な措置をいう。  
⑶  避難行動要支援者名簿 法第４９条の１０第１項の規定によ      

り作成した避難支援等を実施するための基礎となる名簿をいう。 
⑷  避難支援等関係者  避難支援等の実施に携わる関係者として    

荒尾市地域防災計画に定めるものをいう。  
⑸  名簿情報  法第４９条の１０第２項の規定により、避難行動

要支援者名簿に記載し、又は記録された情報をいう。  
⑹  個別避難計画 名簿情報に係る避難行動要支援者ごとに、当

該避難行動要支援者について避難支援等を実施するための計画

をいう。  
⑺  個別避難計画情報  個別避難計画に記載し、又は記録された  

情報をいう。  
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 （提供）  
第３条  市長は、災害の発生に備え、法第４９条の１１第２項又は

法第４９条の１５第２項の規定により、避難支援等の実施に必要

な限度で、避難支援等関係者に対し、名簿情報又は個別避難計画

情報（以下「名簿情報等」という。）を提供するものとする。  
２  前項の規定による名簿情報等の提供は、本人の同意を得た上で

行わなければならない。ただし、本人の同意を求めた場合におい

て、本人による不同意の意思が明示されなかったときは、本人の

同意を得ているものとして取り扱うものとする。  
３  市長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合におい

て、避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために

特に必要があると認めるときは、避難支援等の実施に必要な限度

で、避難支援等関係者その他の者に対し、名簿情報等を提供する

ことができる。  
 （個人情報の保護）  
第４条  前条第１項又は第３項の規定により名簿情報等の提供を受

けた者（以下「名簿情報等被提供者」という。）は、個人情報の保

護に関する法律（平成１５年法律第５７号）の趣旨にのっとり、

名簿情報等を適正に取り扱わなければならない。  
 （管理状況の報告等）  
第５条  市長は、提供した名簿情報等の管理状況を確認するために

必要があると認めるときは、名簿情報等被提供者に対し、当該名

簿情報等の管理状況に関する報告を求め、又は管理状況を検査す

ることができる。  
 （委任）  
第６条  この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要

な事項は、規則で定める。  
 
   附  則  
 この条例は、公布の日から施行する。  
 

- 20 -



議第６７号 

 

 

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う 

関係条例の整理に関する条例の制定につい 

て  

 

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関す

る条例を次のように制定するものとする。 

 

  令和６年１１月２７日提出 

 

荒尾市長 浅田敏彦 

 

 

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う 

関係条例の整理に関する条例 

別紙添付  

 

 

 

 

 提案理由  

 刑法等の一部を改正する法律による改正に伴い、所要の改正を行

うものである。  
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刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う 

関係条例の整理に関する条例 

 

 （荒尾市議会の個人情報の保護に関する条例の一部改正） 

第１条  荒尾市議会の個人情報の保護に関する条例（令和５年条例

第１３号）の一部を次のように改正する。 

  第５３条から第５５条までの規定中「懲役」を「拘禁刑」に改

める。 

 （荒尾市個人情報の保護に関する法律施行条例の一部改正） 

第２条  荒尾市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和５年条

例第２号）の一部を次のように改正する。 

  附則第５項及び第６項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 

 （荒尾市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正） 

第３条  荒尾市情報公開・個人情報保護審査会条例（平成１５年条

例第２５号）の一部を次のように改正する。 

  第１７条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 

 （荒尾市職員の給与に関する条例の一部改正） 

第４条  荒尾市職員の給与に関する条例（昭和２６年条例第９号）

の一部を次のように改正する。 

  第１６条の６第３号及び第４号並びに第１６条の７第１項第１

号及び第３項第１号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。  

 （荒尾市職員退職手当支給条例の一部改正） 

第５条  荒尾市職員退職手当支給条例（昭和２５年条例第１０号）

の一部を次のように改正する。 

  第１２条第１項第１号及び第５項第２号、第１３条の見出し、

同条第１項第１号、第１４条第１項第１号並びに第１６条第４項

中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。 

 （荒尾市消防団条例の一部改正） 

第６条  荒尾市消防団条例（昭和３２年条例第７号）の一部を次の

ように改正する。 

  第７条第２号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。 
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 （荒尾市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部改

正） 

第７条  荒尾市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例（昭

和３９年条例第３５号）の一部を次のように改正する。  

  第６条第１号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。 

 

   附  則  

 （施行期日） 

１  この条例は、刑法等の一部を改正する法律（令和４年法律第６

７号。以下「刑法等一部改正法」という。）の施行の日から施行す

る。 

 （罰則の適用等に関する経過措置）  

２  この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例

による。 

３  この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定により

なお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又

は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰

則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等一部改

正法第２条の規定による改正前の刑法（明治４０年法律第４５号。

以下この項において「旧刑法」という。）第１２条に規定する懲役

（以下「懲役」という。）（有期のものに限る。以下この項におい

て同じ。）又は旧刑法第１３条に規定する禁錮（以下「禁錮」とい

う。）（有期のものに限る。以下この項において同じ。）が含まれる

ときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び

短期を同じくする有期拘禁刑とする。  

 （人の資格に関する経過措置） 

４  拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例その他の定めに

よりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとさ

れ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によること

とされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘

禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に

処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘
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留に処せられた者は刑期を同じくする旧刑法第１６条に規定する

拘留に処せられた者とみなす。 

 （荒尾市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

５  刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴

う関係法律の整理等に関する法律（令和４年法律第６８号）並び

にこの条例（以下これらを「刑法等一部改正法等」という。）の施

行前に犯した禁錮以上の刑（死刑を除く。）が定められている罪に

つき起訴をされた者は、第４条の規定による改正後の荒尾市職員

の給与に関する条例第１６条の７第１項（第１号に係る部分に限

る。）及び第３項（第３号に係る部分に限る。）の規定の適用につ

いては、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみな

す。 

 （荒尾市職員退職手当支給条例の一部改正に伴う経過措置） 

６  刑法等一部改正法等の施行前に犯した禁錮以上の刑（死刑を除

く。）が定められている罪につき起訴をされた者は、第５条の規定

による改正後の荒尾市職員退職手当支給条例第１２条第１項及び

第５項、第１３条第１項（第１号に係る部分に限る。）並びに第

１６条第４項並びに荒尾市職員退職手当支給条例第１６条第３項

の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴

をされた者とみなす。 
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議第６８号  
 
 

荒尾市道路占用料徴収条例の一部改正に  

ついて  

 

荒 尾 市 道 路 占 用 料 徴 収 条 例 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る も の と

する。 

 

  令和６年１１月２７日提出  

 

荒尾市長 浅田敏彦  

 

 

荒尾市道路占用料徴収条例の一部を改正  

する条例  

別紙添付  

 

 

 

 

 提案理由  

 道路占用料の額を県に準じて見直すに当たり、所要の改正を行い

たいからである。 
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荒尾市道路占用料徴収条例の一部を改正  
する条例  

 荒尾市道路占用料徴収条例（昭和２６年条例第３８号）の一部を

次のように改正する。  
 別表中備考以外の部分を次のように改める。  
別表（第２条関係）  

占用物件 
占用料 

単位 金額 

法第３２条

第１項第１

号に掲げる

工作物 

第１種電柱 １本につき１年 ６７０ 

第２種電柱 １，０００ 

第３種電柱 １，４００ 

第１種電話柱 ６００ 

第２種電話柱 ９６０ 

第３種電話柱 １，３００ 

その他の柱類 ６０ 

共架電線その他上空に設ける線

類 

長さ１メートル

につき１年 

６ 

地下に設ける電線その他の線類 ４ 

路上に設ける変圧器 １個につき１年 ５９０ 

地下に設ける変圧器 占用面積１平方

メートルにつき

１年 

３６０ 

変圧塔その他これに類するもの

及び公衆電話所 

１個につき１年 １，２００ 

郵便差出箱及び信書便差出箱 ５１０ 

広告塔 表示面積１平方

メートルにつき

１年 

２，２００ 

その他のもの 占用面積１平方

メートルにつき

１年 

１，２００ 

法第３２条

第１項第２

号に掲げる

物件 

外径が０．０７メートル未満の

もの 

長さ１メートル

につき１年 

 

 

２５ 

 

外径が０．０７メートル以上０．

１メートル未満のもの 

３６ 

  
外径が０．１メートル以上０． ５４ 
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１５メートル未満のもの 
  
外径が０．１５メートル以上０．

２メートル未満のもの 

７２ 

外径が０．２メートル以上０．

３メートル未満のもの 

１１０ 

外径が０．３メートル以上０．

４メートル未満のもの 

１４０ 

外径が０．４メートル以上０．

７メートル未満のもの 

２５０ 

外径が０．７メートル以上１メ

ートル未満のもの 

３６０ 

外径が１メートル以上のもの ７２０ 

法第３２条第１項第３号及び第４号に掲げる

施設 

占用面積１平方

メートルにつき

１年 

１，２００ 

法第３２条

第１項第５

号に掲げる

施設 

地下街及

び地下室 

階数が１のもの Ａに０．００４

を乗じて得た額 

階数が２のもの Ａに０．００６

を乗じて得た額 

階数が３以上のもの Ａに０．００７

を乗じて得た額 

上空に設ける通路 １，１００ 

地下に設ける通路 ６６０ 

その他のもの １，２００ 

法第３２条

第１項第６

号に掲げる

施設 

祭礼、縁日その他の催しに際し、

一時的に設けるもの 

占用面積１平方

メートルにつき

１日 

２２ 

その他のもの 占用面積１平方

メートルにつき

１月 

２２０ 

道路法施行

令（昭和２７

年政令第４

７９号。以下

「令」とい

う。）第７条

第１号に掲

げる物件 

看板（アー

チである

ものを除

く。） 

 

 

一時的に設けるもの 表示面積１平方

メートルにつき

１月 

２２０ 

その他のもの 

 

 

表示面積１平方

メートルにつき

１年 

２，２００ 

 

 

標識 １本につき１年 ９６０ 

旗ざお 祭礼、縁日その他の

催しに際し、一時的

に設けるもの 

１本につき１日 ２２ 
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その他のもの １本につき１月 ２２０ 
    
幕（令第７

条第４号

に掲げる

工事用施

設である

ものを除

く。） 

祭礼、縁日その他の

催しに際し、一時的

に設けるもの 

その面積１平方

メートルにつき

１日 

２２ 

その他のもの その面積１平方

メートルにつき

１月 

２２０ 

アーチ 車道を横断するもの １基につき１月 ２，２００ 

その他のもの １，１００ 

令第７条第２号に掲げる工作物 占用面積１平方

メートルにつき

１年 

１，２００ 

令第７条第３号に掲げる施設 Ａに０．０３１

を乗じて得た額 

令第７条第４号に掲げる工事用施設及び同条

第５号に掲げる工事用材料 

占用面積１平方

メートルにつき

１月 

２２０ 

令第７条第６号に掲げる仮設建築物及び同条

第７号に掲げる施設 

１２０ 

令第７条第

８号に掲げ

る施設 

トンネルの上又は高架の道路の

路面下に設けるもの 

占用面積１平方

メートルにつき

１年 

Ａに０．０１２

を乗じて得た額 

上空に設けるもの Ａに０．０１７

を乗じて得た額 

その他のもの Ａに０．０２５

を乗じて得た額 

令第７条第

９号に掲げ

る施設 

建築物 Ａに０．０１５

を乗じて得た額 

その他のもの Ａに０．０１１

を乗じて得た額 

令第７条第

１０号に掲

げる施設及

び自動車駐

車場 

建築物 Ａに０．０２２

を乗じて得た額 

その他のもの 

 

 

Ａに０．０１１

を乗じて得た額 

 

令第７条第

１１号に掲

げる応急仮

設建築物 

トンネルの上又は高架の道路の

路面下に設けるもの 

 Ａに０．０１５

を乗じて得た額 

上空に設けるもの 

 

 Ａに０．０２２

を乗じて得た額 

その他のもの  Ａに０．０３１

を乗じて得た額 

令第７条第１２号に掲げる器具  Ａに０．０２５ 
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  を乗じて得た額 

令第７条第

１３号に掲

げる施設 

トンネルの上又は高速自動車国

道若しくは自動車専用道路（高

架のものに限る。）の路面下に

設けるもの 

 Ａに０．０１５

を乗じて得た額 

上空に設けるもの  Ａに０．０２２

を乗じて得た額 

その他のもの  Ａに０．０３１

を乗じて得た額 

 
   附  則  
 （施行期日）  
１  この条例は、令和７年４月１日から施行する。  
 （経過措置）  
２  改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の道路の占用

に係る占用料について適用し、同日前の道路の占用に係る占用料

については、なお従前の例による。  
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議第６９号  

 
 

      財産の処分について  

次の土地及び建物を処分することについて、地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第９６条第１項第８号の規定により議会の

議決を求める。  

 

  令和６年１１月２７日提出  

 

荒尾市長  浅田敏彦  

 

１  処分対象物件   土地及び建物  

          詳細は別表のとおり  

 

２  売却予定価格   ６４，４２６，１０８円  

 

３  売却の相手方   東京都千代田区飯田橋四丁目５番７号  

          ヒューグルエレクトロニクス株式会社  

          代表取締役  藤宮  和三郎  

 

提案理由  

 荒 尾 市 議 会 の 議 決 に 付 す べ き 契 約 及 び 財 産 の 取 得 又 は 処 分 に 関

する条例第３条の規定により、議会の議決を必要とするからである。 
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別表  

 

項目 物件概要 
登記地積 

(㎡) 

売却予定価格 

(円) 

土地 

荒尾市水野字唐猫１０９２番１３ 

荒尾市水野字筒井川１３０３番３ 

荒尾市水野字南天堤１７２５番２３ 

荒尾市水野字南天堤１７２５番２７ 

１，３６８ 

２０３ 

３，０４３ 

３，０３０ 

３４，３２９，２０４ 

計 ７，６４４ 

建物 

種類 工場 

構造 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平家建 

床面積 ６９４．０５㎡ 

新築年月日 平成２６年２月２７日 

― ３０，０９６，９０４ 

合計 ６４，４２６，１０８ 
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議第７０号  

 
 

指 定 管 理 者 の 指 定 に つ い て 

 荒 尾 総 合 文 化 セ ン タ ー 条 例 （ 昭 和 ６ ０ 年 条 例 第 ２ ２ 号 ） 第 １ ９

条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 次 の よ う に 指 定 管 理 者 を 指 定 す る も の

とする。  

 

  令和６年１１月２７日提出  

 

荒尾市長  浅田敏彦  

 

 

１  指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称  

  荒尾総合文化センター  

２  指定管理者となる団体の名称、代表者及び所在地  

  名  称  株式会社ケイミックスパブリックビジネス  

  代表者  代表取締役  橋本  鉄司  

  所在地  東京都千代田区神田小川町一丁目２番地  

３  指定の期間  

  令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで  

 

 提案理由  

 地 方 自 治 法 第 ２ ４ ４ 条 の ２ 第 ６ 項 の 規 定 に よ り 、 議 会 の 議 決 を

必要とするからである。  
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議第７１号  

 
 

令和６年度荒尾市一般会計補正予算（第５号）  

 令和６年度荒尾市一般会計補正予算（第５号）は、次に定めると

ころによる。  

 （歳入歳出予算の補正）  

第１条  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ  １２４，６１２

千 円 を 追 加 し 、 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 を 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ  ２ ８ ，

１４７，３０２千円とする。  

２  歳 入 歳 出 予 算 の 補 正 の 款 項 の 区 分 及 び 当 該 区 分 ご と の 金 額 並

びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表  歳入歳出予算補

正」による。  

 （繰越明許費）  

第２条  地方自治法（昭和２２年法律第６７号 ）第２１３条第１項

の 規 定 に よ り 翌 年 度 に 繰 り 越 し て 使 用 す る こ と が で き る 経 費 は 、

「第２表  繰越明許費」による。  

 

  令和６年１１月２７日提出  

 

荒尾市長  浅田敏彦  
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第　１　表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

 １　歳　入

 3,317,498 124,612 3,442,110

 2 基金繰入金 3,317,498 124,612 3,442,110

  合　　　計 28,022,690 124,612 28,147,302

（単位：千円）

款 項 補正前の額 補　正　額 計

19 繰 入 金

   

       歳　　　入
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 ２　歳　出

 2,142,109 124,612 2,266,721

 5 保健体育費 591,275 124,612 715,887

  合　　　計 28,022,690 124,612 28,147,302

（単位：千円）

款 項 補正前の額 補　正　額 計

10 教 育 費

   

       歳　　　出
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（単位：千円）

款 項

　１０ 教育費 　５ 保健体育費 運動公園施設改修費 124,612

第　２　表　　繰　越　明　許　費 

事　　業　　名 金　額
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 （歳　入）

19  繰 入 金 3,317,498 124,612 3,442,110

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  　歳　入　合　計 28,022,690 124,612 28,147,302

    

            歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書
 １　総　括

    （単位：千円）

款 補正前の額 補　正　額 計
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 （歳　出）

10  教 育 費 2,142,109 124,612 2,266,721

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    　歳　出　合　計 28,022,690 124,612 28,147,302

    

款 補正前の額 補　正　額 計

- 46 -



 

124,612

124,612

（単位：千円）

補　　正　　額　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　　　定　　　　　　財　　　　　　源
　　一　般　財　源　　

国庫支出金 　　県支出金　　 地　方　債 そ　の　他
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２　歳　入

   （款） 19  繰 入 金
 （項）    2  基金繰入金

19 繰 入 金 3,317,498 124,612 3,442,110
 2 基金繰入金 3,317,498 124,612 3,442,110

 1 基金繰入金 3,317,498 124,612 3,442,110

    （一般会計）

    

款　　　項　　　目 補正前の額 補　正　額 計
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（単位：千円）

 1 基金繰入金 124,612  1 公共施設整備基金繰入金

    

節
説　　　　　　　　　　　明

区　　分 金　　額
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３　歳　出

   （款） 10  教 育 費
 （項）    5  保健体育費

10 教 育 費 2,142,109 124,612 2,266,721 124,612
 5 保健体育費 591,275 124,612 715,887 124,612

 2 体育施設費 222,521 124,612 347,133 その他
124,612

    （一般会計）

    

　　　款　項　目　　　 補正前の額 補　正　額 計
　　補正額の財源内訳　　

　特定財源　 　一般財源　
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（単位：千円）

14 工事請負費 124,612  1 運動公園施設改修費                                     124,612
  工事請負費                                             (124,612)

    

節
説　　　　　　　　　　　明

区　　分 　金　　額　
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議第７２号  

 
 

令和６年度荒尾市一般会計補正予算（第６号）  

 令和６年度荒尾市一般会計補正予算（第６号）は、次に定めると

ころによる。  

 （歳入歳出予算の補正）  

第１条  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ  ４１５，５９６

千 円 を 追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ  ２ ８ ，

５ ６ ２ ， ８ ９ ８ 千円とする。  

２  歳 入 歳 出 予 算 の 補 正 の 款 項 の 区 分 及 び 当 該 区 分 ご と の 金 額 並

びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表  歳入歳出予算補

正」による。  

 （繰越明許費の補正）  

第２条  繰越明許費の追加は 、「第２表  繰越明許費補正 」による。 

 （債務負担行為の補正）  

第３条  債務負担行為の追加は 、「第３表  債務負担行為補正」に

よる。  

 （地方債の補正）  

第４条  地方債の変更は 、「第４表  地方債補正」による。  

 

  令和６年１１月２７日提出  

 

荒尾市長  浅田敏彦  
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第　１　表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

 １　歳　入

 6,350,000 38,781 6,388,781

 1 地方交付税 6,350,000 38,781 6,388,781

 6,159,416 113,589 6,273,005

 1 国庫負担金 4,201,531 108,223 4,309,754

 2 国庫補助金 1,944,888 5,366 1,950,254

 2,083,641 59,366 2,143,007

 1 県負担金 1,550,592 52,609 1,603,201

 2 県補助金 432,412 6,757 439,169

 176,368 94,425 270,793

 2 財産売払収入 124,103 94,425 218,528

 3,442,110 87,986 3,530,096

 2 基金繰入金 3,442,110 87,986 3,530,096

 16,194 29,884 46,078

 1 繰 越 金 16,194 29,884 46,078

 1,416,500          △8,435 1,408,065

 1 市    債 1,416,500          △8,435 1,408,065

  合　　　計 28,147,302 415,596 28,562,898

16 県支出金

（単位：千円）

款 項 補正前の額 補　正　額 計

11 地方交付税

   

15 国庫支出金

   

   

   

   

17 財産収入

   

19 繰 入 金

   

20 繰 越 金

   

22 市    債

   

       歳　　　入
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 ２　歳　出

 192,872 40 192,912

 1 議 会 費 192,872 40 192,912

 4,491,169 770 4,491,939

 1 総務管理費 3,818,717 770 3,819,487

 11,927,567 351,840 12,279,407

 1 社会福祉費 5,828,429 181,299 6,009,728

 2 児童福祉費 4,483,410 139,201 4,622,611

 3 生活保護費 1,615,724 31,340 1,647,064

 3,405,355 32,374 3,437,729

 1 保健衛生費 1,127,980 32,374 1,160,354

 363,296 572 363,868

 1 農 業 費 236,474 572 237,046

 1,122,914 30,000 1,152,914

 1 商 工 費 1,122,914 30,000 1,152,914

  合　　　計 28,147,302 415,596 28,562,898

   

（単位：千円）

款 項 補正前の額 補　正　額 計

 1 議 会 費

   

 2 総 務 費

   

 3 民 生 費

   

   

 4 衛 生 費

   

 6 農林水産業費

   

 7 商 工 費

   

       歳　　　出
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１　追　加 （単位：千円）

款 項

　８ 土木費 　５ 都市計画費 荒尾駅周辺地区整備事業費 15,366

第 ２ 表　繰 越 明 許 費 補 正

事　　業　　名 金　額
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１　追　加

貴重品運搬警備業務委託料 令和７年度 1,452

戸籍電算システム借上料
令和７年度

～
令和９年度

1,003

戸籍クラウド使用料
令和７年度

～
令和９年度

824

荒尾総合文化センター指定管理委託料
（利用料金減免補塡分）

令和７年度
～

令和１１年度

条例に基づき減免さ
れる利用料金に相当
する額

荒尾総合文化センター指定管理委託料
令和７年度

～
令和１１年度

354,050

総合計画策定支援委託料 令和７年度 10,010

広報等配送委託料 令和７年度 10,731

「荒尾市議会だより」印刷製本費 令和７年度 2,816

第　３　表　　債 務 負 担 行 為 補 正

事　　　　　項 期  間 限度額（千円）
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ＥＶパッカー車購入費 令和７年度 21,114

充放電設備導入費 令和７年度 864

荒尾市斎場白灯油購入費 令和７年度 594

予防接種費（医薬材料費） 令和７年度 63,428

レセプト点検委託料（生活保護） 令和７年度 300

子どもの学習・生活支援事業負担金 令和７年度 1,788

生活困窮者一時生活支援事業負担金 令和７年度 1,296

コンビニ交付負担金 令和７年度 2,219

事　　　　　項 期  間 限度額（千円）
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中学校維持管理費（燃料費） 令和７年度 7,188

小学校フリースクール充放電設備導入費 令和７年度 558

小学校フリースクール公用車購入費 令和７年度 2,812

総合学力調査業務委託料（小学校） 令和７年度 2,645

児童健康診断器具借上料 令和７年度 364

児童生徒教職員健康診断委託料 令和７年度 5,585

小学校維持管理費（燃料費） 令和７年度 12,742

事　　　　　項 期  間 限度額（千円）

荒尾市ウェルネス拠点施設に係る設計・施工・指
定管理委託料（設計及び建設業務に係る対価の物
価変動増加分）

令和７年度
～

令和２２年度
108,673
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中学校フリースクール充放電設備導入費 令和７年度 1,331

中学校フリースクール公用車購入費 令和７年度 5,624

産業医委託料 令和７年度 825

生徒健康診断器具借上料 令和７年度 228

事　　　　　項 期  間 限度額（千円）

総合学力調査業務委託料（中学校） 令和７年度 3,137
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第  ４  表    地  方  債  補  正

１　変　　更

限度額 起債の方法 利率 償還の方法 限度額 起債の方法 利率 償還の方法
千円 千円

50,000 41,565
証書借入

又は
証券発行

補　正　前 補　正　後

　

起債の目的

　政府資金につ
いては、その融
資条件により、
銀行その他の場
合にはその債権
者と協定するも
のによる。
　ただし、市財
政の都合により
繰上償還をな
し、又は低利債
に借換えするこ
とができる。

年４．０％以
内
（ただし、利
率見直し方式
で借り入れる
ものについ
て、利率の見
直しを行った
後において
は、当該見直
し後の利率）

臨時財政対
策 補正前に同じ
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 （歳　入）

11  地方交付税 6,350,000 38,781 6,388,781

15  国庫支出金 6,159,416 113,589 6,273,005

16  県支出金 2,083,641 59,366 2,143,007

17  財産収入 176,368 94,425 270,793

19  繰 入 金 3,442,110 87,986 3,530,096

20  繰 越 金 16,194 29,884 46,078

22  市    債 1,416,500             △8,435 1,408,065

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  　歳　入　合　計 28,147,302 415,596 28,562,898

    

            歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書
 １　総　括

    （単位：千円）

款 補正前の額 補　正　額 計
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 （歳　出）

 1  議 会 費 192,872 40 192,912

 2  総 務 費 4,491,169 770 4,491,939

 3  民 生 費 11,927,567 351,840 12,279,407

 4  衛 生 費 3,405,355 32,374 3,437,729

 6  農林水産業費 363,296 572 363,868

 7  商 工 費 1,122,914 30,000 1,152,914

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    　歳　出　合　計 28,147,302 415,596 28,562,898

    

款 補正前の額 補　正　額 計
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40

770

87,526 46,336 217,978

32,374

572

30,000

87,526 46,336 30,000 251,734

（単位：千円）

補　　正　　額　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　　　定　　　　　　財　　　　　　源
　　一　般　財　源　　

国庫支出金 　　県支出金　　 地　方　債 そ　の　他
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２　歳　入

   （款） 11  地方交付税
 （項）    1  地方交付税

11 地方交付税 6,350,000 38,781 6,388,781
 1 地方交付税 6,350,000 38,781 6,388,781

 1 地方交付税 6,350,000 38,781 6,388,781
15 国庫支出金 6,159,416 113,589 6,273,005

 1 国庫負担金 4,201,531 108,223 4,309,754
 1 民生費国庫負担金 4,201,531 108,223 4,309,754

 2 国庫補助金 1,944,888 5,366 1,950,254
 2 民生費国庫補助金 129,442 5,366 134,808

16 県支出金 2,083,641 59,366 2,143,007
 1 県負担金 1,550,592 52,609 1,603,201

 1 民生費県負担金 1,547,032 52,609 1,599,641

 2 県補助金 432,412 6,757 439,169
 2 民生費県補助金 312,525 6,757 319,282

17 財産収入 176,368 94,425 270,793
 2 財産売払収入 124,103 94,425 218,528

 1 不動産売払収入 124,101 94,425 218,526

19 繰 入 金 3,442,110 87,986 3,530,096
 2 基金繰入金 3,442,110 87,986 3,530,096

 1 基金繰入金 3,442,110 87,986 3,530,096

20 繰 越 金 16,194 29,884 46,078
 1 繰 越 金 16,194 29,884 46,078

 1 繰 越 金 16,194 29,884 46,078
22 市    債 1,416,500         △8,435 1,408,065

 1 市    債 1,416,500         △8,435 1,408,065
13 臨時財政対策債 50,000         △8,435 41,565

    （一般会計）

    

款　　　項　　　目 補正前の額 補　正　額 計
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（単位：千円）

 1 地方交付税 38,781  1 普通交付税

 3 児童福祉費 350  1 助産施設入所運営費国庫負担金
   国庫負担金

 7 生活保護費 3,000  1 生活保護費国庫負担金
   等国庫負担
   金

13 障害者自立 104,873  1 障害者介護給付費国庫負担金                              101,519
   支援給付費  2 相談支援給付費等国庫負担金                                3,354
   国庫負担金

 4 児童福祉費 5,366  1 子育て支援交付金
   国庫補助金

 2 児童福祉費 175  1 助産施設入所運営費県負担金
   県負担金

10 障害者自立 52,434  1 障害者介護給付費県負担金                                 50,758
   支援給付費  2 相談支援給付費等県負担金                                  1,676
   県負担金

 2 老人福祉費 2,370  1 地域医療介護総合確保基金交付金
   県補助金

 4 児童福祉費 4,387  1 子ども・子育て支援事業費県交付金
   県補助金

 1 土地売払収 64,329  1 土地売払収入
   入

 2 建物売払収 30,096  1 建物売払収入
   入

 1 基金繰入金 87,986  1 財政調整基金繰入金                                       57,986
 2 市制７０周年記念地域活性化基金繰入金                     30,000

 1 繰  越  金 29,884  1 繰越金

 1 臨時財政対      △8,435  1 臨時財政対策債
   策債

    

節
説　　　　　　　　　　　明

区　　分 金　　額
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３　歳　出

   （款）  1  議 会 費
 （項）    1  議 会 費

 1 議 会 費 192,872 40 192,912 40
 1 議 会 費 192,872 40 192,912 40

 1 議 会 費 192,872 40 192,912 40

    （一般会計）

　特定財源　 　一般財源　

    

　　　款　項　目　　　 補正前の額 補　正　額 計
　　補正額の財源内訳　　
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（単位：千円）

18 負担金、補 40  1 議会活動費                                                  40
   助及び交付   補助金                                                      (40)
   金     政務活動費                                                (40)

説　　　　　　　　　　　明
区　　分 　金　　額　

    

節
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   （款）  2  総 務 費
 （項）    1  総務管理費

 2 総 務 費 4,491,169 770 4,491,939 770
 1 総務管理費 3,818,717 770 3,819,487 770

 1 一般管理費 1,152,944 563 1,153,507 563

 4 会計管理費 26,882 207 27,089 207

    （一般会計）

　特定財源　 　一般財源　

    

　　　款　項　目　　　 補正前の額 補　正　額 計
　　補正額の財源内訳　　
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（単位：千円）

 1 報      酬 484  1 秘書課人件費（産休・育休代替職員任用）                     563
  非常勤職員報酬                                             (484)

 4 共  済  費 79   共済組合負担金                                              (33)
  健康労働保険料                                              (46)

 1 報      酬 188  1 会計管理費（産休・育休代替職員任用）                       207
  非常勤職員報酬                                             (188)

 4 共  済  費 19   共済組合負担金                                               (9)
  健康労働保険料                                              (10)

説　　　　　　　　　　　明
区　　分 　金　　額　

    

節
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   （款）  3  民 生 費
 （項）    1  社会福祉費

 3 民 生 費 11,927,567 351,840 12,279,407 133,862 217,978
 1 社会福祉費 5,828,429 181,299 6,009,728 120,584 60,715

 1 社会福祉総 1,894,513 405 1,894,918 405
務費

 2 老人福祉費 293,129 2,370 295,499 県支出金
2,370

12 婦人保護事 3,809 468 4,277 468
業費

13 障害者自立 2,063,244 178,056 2,241,300 国庫支出金 59,842
支援給付費 78,810

県支出金
39,404

    （一般会計）

　特定財源　 　一般財源　

    

　　　款　項　目　　　 補正前の額 補　正　額 計
　　補正額の財源内訳　　
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（単位：千円）

11 役  務  費 405  1 セーフティネット支援対策等事業費                           405
  郵便料                                                     (405)

18 負担金、補 2,370  1 介護予防拠点整備事業費                                   2,370
   助及び交付   補助金                                                   (2,370)
   金     介護予防拠点整備事業補助金                             (2,370)

22 償還金、利 468  1 婦人相談員設置事業費                                       468
   子及び割引   返還金                                                     (468)
   料

19 扶  助  費 157,621  1 介護・訓練等・障害児通所給付費支給事業費               152,974
  扶助費                                                 (152,974)

22 償還金、利 20,435  2 自立支援医療費支給事業費                                11,858
   子及び割引   返還金                                                  (11,858)
   料  3 相談支援給付費等支給事業費                               4,647

  扶助費                                                   (4,647)
 4 療養介護医療費支給事業費                                 8,577
  返還金                                                   (8,577)

説　　　　　　　　　　　明
区　　分 　金　　額　

    

節
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   （款）  3  民 生 費
 （項）    2  児童福祉費

 2 児童福祉費 4,483,410 139,201 4,622,611 10,278 128,923
 1 児童福祉総 1,043,181 19,715 1,062,896 国庫支出金 9,962

務費 5,366
県支出金

4,387

 2 児童措置費 3,217,305 113,291 3,330,596 113,291

 3 母子福祉費 41,652 6,195 47,847 国庫支出金 5,670
350

県支出金
175

    （一般会計）

　特定財源　 　一般財源　

    

　　　款　項　目　　　 補正前の額 補　正　額 計
　　補正額の財源内訳　　
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（単位：千円）

12 委  託  料 12,151  1 乳児家庭全戸訪問事業費                                     232
  返還金                                                     (232)

22 償還金、利 7,564  2 放課後児童健全育成事業費                                12,458
   子及び割引   事業運営委託料                                          (12,151)
   料   返還金                                                     (307)

 3 障害児保育事業費                                           501
  返還金                                                     (501)
 4 こども家庭センター事業費                                   595
  返還金                                                     (595)
 5 利用者支援事業費                                         1,661
  返還金                                                   (1,661)
 6 新型コロナウイルス感染症対策事業費                       3,488
  返還金                                                   (3,488)
 7 児童扶養手当支給事業費                                     780
  返還金                                                     (780)

22 償還金、利 113,291  1 特定教育・保育施設型給付費                             113,291
   子及び割引   返還金                                                 (113,291)
   料

19 扶  助  費 700  1 母子福祉一般経費                                           972
  返還金                                                     (972)

22 償還金、利 5,495  2 助産施設入所措置費                                         977
   子及び割引   扶助費                                                     (700)
   料   返還金                                                     (277)

 3 母子生活支援施設入所措置費                                 848
  返還金                                                     (848)
 4 母子家庭等高等職業訓練促進給付事業費                     3,398
  返還金                                                   (3,398)

説　　　　　　　　　　　明
区　　分 　金　　額　

    

節
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   （款）  3  民 生 費
 （項）    3  生活保護費

 3 生活保護費 1,615,724 31,340 1,647,064 3,000 28,340
 2 扶 助 費 1,508,760 31,340 1,540,100 国庫支出金 28,340

3,000

    （一般会計）

　特定財源　 　一般財源　

    

　　　款　項　目　　　 補正前の額 補　正　額 計
　　補正額の財源内訳　　
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（単位：千円）

19 扶  助  費 4,000  1 生活保護費                                              31,340
  扶助費                                                   (4,000)

22 償還金、利 27,340   返還金                                                  (27,340)
   子及び割引
   料

説　　　　　　　　　　　明
区　　分 　金　　額　

    

節
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   （款）  4  衛 生 費
 （項）    1  保健衛生費

 4 衛 生 費 3,405,355 32,374 3,437,729 32,374
 1 保健衛生費 1,127,980 32,374 1,160,354 32,374

 3 予 防 費 411,316 32,374 443,690 32,374

    （一般会計）

　特定財源　 　一般財源　

    

　　　款　項　目　　　 補正前の額 補　正　額 計
　　補正額の財源内訳　　
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（単位：千円）

22 償還金、利 32,374  1 伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業費
   子及び割引                                                            12,374
   料   返還金                                                  (12,374)

 2 予防接種費                                              20,000
  返還金                                                  (20,000)

説　　　　　　　　　　　明
区　　分 　金　　額　

    

節
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   （款）  6  農林水産業費
 （項）    1  農 業 費

 6 農林水産業 363,296 572 363,868 572
費
 1 農 業 費 236,474 572 237,046 572

 2 農業総務費 55,244 572 55,816 572

    （一般会計）

　特定財源　 　一般財源　

    

　　　款　項　目　　　 補正前の額 補　正　額 計
　　補正額の財源内訳　　
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（単位：千円）

 1 報      酬 471  1 農業総務費（産休・育休代替職員任用）                       572
  非常勤職員報酬                                             (471)

 4 共  済  費 79   共済組合負担金                                              (33)
  健康労働保険料                                              (46)

 8 旅      費 22   費用弁償                                                    (22)

説　　　　　　　　　　　明
区　　分 　金　　額　

    

節
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   （款）  7  商 工 費
 （項）    1  商 工 費

 7 商 工 費 1,122,914 30,000 1,152,914 30,000
 1 商 工 費 1,122,914 30,000 1,152,914 30,000

 7 企業誘致促 158,309 30,000 188,309 その他
進費 30,000

    （一般会計）

　特定財源　 　一般財源　

    

　　　款　項　目　　　 補正前の額 補　正　額 計
　　補正額の財源内訳　　
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（単位：千円）

18 負担金、補 30,000  1 いきいき産業立地促進助成事業費                          30,000
   助及び交付   補助金                                                  (30,000)
   金     用地取得費補助金                                      (30,000)

説　　　　　　　　　　　明
区　　分 　金　　額　

    

節
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一 般 職

　 総 括 （単位：千円）

報　酬 給　料 職員手当 計

補正前の額 352 （ 281 ） 397,268 1,279,144 928,451 2,604,863 508,548 3,113,411

補正額 （ 2 ） 1,143 1,143 177 1,320

計 352 （ 283 ） 398,411 1,279,144 928,451 2,606,006 508,725 3,114,731

給　与　費　明　細　書

（  ）内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員で外数

区　分
職員数
(人)

給　　　　　与　　　　　費

共済費 合　計 備　考

区　分 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当
単身赴任

手当
特殊勤務

手当
時間外勤務

手当
夜間勤務
手当

補正前の額 40,201 1,355 27,295 19,894 270 2,102 100,359 196

補正額

計 40,201 1,355 27,295 19,894 270 2,102 100,359 196

区　分
休日勤務

手当
宿日直手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 退職手当

補正前の額 2,027 236 18,354 355,285 290,213 23,605 47,059

補正額

計 2,027 236 18,354 355,285 290,213 23,605 47,059

職員手当の
内訳
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補正前の額 補正額 補正後の額

(176,200) (176,200)

１．普通債 9,059,884 8,694,356 1,366,500 1,366,500

(74,100) (74,100)

　　（１）土木 2,894,732 2,917,911 256,700 256,700

(4,500) (4,500)

　　（２）教育 3,726,986 3,619,274 177,700 177,700

　　（３）公営住宅 871,105 800,266 36,400 36,400

　　（４）社会及び労働 48,125 52,550 46,700 46,700

　　（５）保健衛生 553,811 511,100

(97,600) (97,600)

　　（６）その他 965,125 793,255 849,000 849,000

２．災害復旧費 85,365 85,960

　　（１）土木 76,840 78,152

　　（２）農林水産 7,475 6,883

　　（３）その他 1,050 925

３．減税補塡債 26,954 15,282

４．臨時財政対策債 7,213,291 6,567,193 50,000 △ 8,435 41,565

５．減収補塡債 53,800 53,800

(176,200) (176,200)

合　　　　計 16,439,294 15,416,591 1,416,500 △ 8,435 1,408,065

地方債の前前年度末及び前年度末における現在高並びに
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

当　　　該　　　年　　　度　　　中　　　　

区　　　分
前前年度末

現　在　高

前年度末

現 在 高

当該年度中起債見込額

(注)    （　　　）書は繰越明許費で外数
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（単位：千円）

補正前の額 補正額 補正後の額

(176,200) (176,200)

797,849 797,849 9,263,007 9,263,007

(74,100) (74,100)

205,407 205,407 2,969,204 2,969,204

(4,500) (4,500)

221,378 221,378 3,575,596 3,575,596

115,323 115,323 721,343 721,343

75 75 99,175 99,175

43,358 43,358 467,742 467,742

(97,600) (97,600)

212,308 212,308 1,429,947 1,429,947

11,669 11,669 74,291 74,291

10,090 10,090 68,062 68,062

1,417 1,417 5,466 5,466

162 162 763 763

8,567 8,567 6,715 6,715

749,071 749,071 5,868,122 △ 8,435 5,859,687

3,165 3,165 50,635 50,635

(176,200) (176,200)

1,570,321 1,570,321 15,262,770 △ 8,435 15,254,335

　　　増　　　減　　　見　　　込　　　み

当該年度中元金償還見込額

当該年度末現在高見込額

補正前の額 補正額 補正後の額
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議第７３号  

 
 

令和６年度荒尾市国民健康保険特別会計  

補正予算（第３号）  

 令和６年 度荒 尾市 国民 健康保 険特別 会計 補正予 算（第 ３号 ）は、

次に定めるところによる。  

 （歳入歳出予算の補正）  

第１条  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ  ３，７１８千円

を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ  ７，３０８ ，

２５２千円とする。  

２  歳 入 歳 出 予 算 の 補 正 の 款 項 の 区 分 及 び 当 該 区 分 ご と の 金 額 並

びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表  歳入歳出予算補

正」による。  

 （債務負担行為の補正）  

第２条  債務負担行為の追加は 、「第２表  債務負担行為補正」に

よる。  

 

  令和６年１１月２７日提出  

 

荒尾市長  浅田敏彦  
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第　１　表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

 １　歳　入

 3,458 3,718 7,176

 1 繰 越 金 3,458 3,718 7,176

  合　　　計 7,304,534 3,718 7,308,252

（単位：千円）

款 項 補正前の額 補　正　額 計

 7 繰 越 金

   

       歳　　　入
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 ２　歳　出

 7,640 3,718 11,358

 1 償還金及び還付加 7,640 3,718 11,358

   算金

  合　　　計 7,304,534 3,718 7,308,252

（単位：千円）

款 項 補正前の額 補　正　額 計

 9 諸支出金

   

   

       歳　　　出
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１　追　加

柔道整復調査委託料 令和７年度 595

レセプト点検委託料 令和７年度 3,358

第　２　表　　債 務 負 担 行 為 補 正

事　　　　　項 期  間 限度額（千円）
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 （歳　入）

 7  繰 越 金 3,458 3,718 7,176

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  　歳　入　合　計 7,304,534 3,718 7,308,252

    

            歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書
 １　総　括

    （単位：千円）

款 補正前の額 補　正　額 計
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 （歳　出）

 9  諸支出金 7,640 3,718 11,358

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    　歳　出　合　計 7,304,534 3,718 7,308,252

    

款 補正前の額 補　正　額 計
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3,718

3,718

（単位：千円）

補　　正　　額　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　　　定　　　　　　財　　　　　　源
　　一　般　財　源　　

国庫支出金 　　県支出金　　 地　方　債 そ　の　他
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２　歳　入

   （款）  7  繰 越 金
 （項）    1  繰 越 金

 7 繰 越 金 3,458 3,718 7,176
 1 繰 越 金 3,458 3,718 7,176

 2 その他の繰越金 3,458 3,718 7,176

    （国民健康保険特別会計）

    

款　　　項　　　目 補正前の額 補　正　額 計
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（単位：千円）

 1 その他の繰 3,718  1 その他の繰越金
   越金

    

節
説　　　　　　　　　　　明

区　　分 金　　額
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３　歳　出

   （款）  9  諸支出金
 （項）    1  償還金及び還付加算金

 9 諸支出金 7,640 3,718 11,358 3,718
 1 償還金及び 7,640 3,718 11,358 3,718

還付加算金
 3 償 還 金 3,467 3,718 7,185 3,718

    （国民健康保険特別会計）

    

　　　款　項　目　　　 補正前の額 補　正　額 計
　　補正額の財源内訳　　

　特定財源　 　一般財源　
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（単位：千円）

22 償還金、利 3,718  1 償還金                                                   3,718
   子及び割引   返還金                                                   (3,718)
   料

    

節
説　　　　　　　　　　　明

区　　分 　金　　額　
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議第７４号  

 
 

令和６年度荒尾市介護保険特別会計補正  

予算（第３号）  

 令和６年度荒尾市介護保険特別会計補正予算（第３号）は、次に

定めるところによる。  

 （歳入歳出予算の補正）  

第 １ 条  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ  ８３４千円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ  ５，８８６，７９９

千円とする。  

２  歳 入 歳 出 予 算 の 補 正 の 款 項 の 区 分 及 び 当 該 区 分 ご と の 金 額 並

びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表  歳入歳出予算補

正」による。  

 

  令和６年１１月２７日提出  

 

荒尾市長  浅田敏彦  
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第　１　表 歳 入 歳 出 予 算 補 正（ 介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定 ）

 １　歳　入

 19,200 2,645 21,845

 1 予防給付費収入 19,200 2,645 21,845

 18,502  △1,811 16,691

 2 基金繰入金 18,502 △1,811 16,691

  合　　　計 37,703 834 38,537

（単位：千円）

款 項 補正前の額 補　正　額 計

 1 サービス収入

   

 2 繰 入 金

   

       歳　　　入
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 ２　歳　出

 35,066 834 35,900

 1 居宅介護支援事業 35,066 834 35,900

   費

  合　　　計 37,703 834 38,537

（単位：千円）

款 項 補正前の額 補　正　額 計

 2 事 業 費

   

   

       歳　　　出
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 （歳　入）

 1  サービス収入 19,200 2,645 21,845

 2  繰 入 金 18,502 △1,811 16,691

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  　歳　入　合　計 37,703 834 38,537

    

            歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書
 １　総　括

    （単位：千円）

款 補正前の額 補　正　額 計

（ 介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定 ）
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 （歳　出）

 2  事 業 費 35,066 834 35,900

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    　歳　出　合　計 37,703 834 38,537

    

款 補正前の額 補　正　額 計
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834

834

（単位：千円）

補　　正　　額　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　　　定　　　　　　財　　　　　　源
　　一　般　財　源　　

国庫支出金 　　県支出金　　 地　方　債 そ　の　他

- 109 -



２　歳　入

   （款）  1  サービス収入
 （項）    1  予防給付費収入

 1 サービス収入 19,200 2,645 21,845
 1 予防給付費収入 19,200 2,645 21,845

 1 介護予防サービス計画費収入 19,200 2,645 21,845

 2 繰 入 金 18,502         △1,811 16,691
 2 基金繰入金 18,502         △1,811 16,691

 1 介護サービス事業基金繰入金 18,502         △1,811 16,691

    （介護保険特別会計：介護サービス事業勘定）

    

款　　　項　　　目 補正前の額 補　正　額 計
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（単位：千円）

 1 介護予防サ 2,645  1 介護予防サービス計画費収入
   ービス計画
   費収入

 1 介護サービ      △1,811  1 介護サービス事業基金繰入金
   ス事業基金
   繰入金

    

節
説　　　　　　　　　　　明

区　　分 金　　額
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３　歳　出

   （款）  2  事 業 費
 （項）    1  居宅介護支援事業費

 2 事 業 費 35,066 834 35,900 834
 1 居宅介護支 35,066 834 35,900 834

援事業費
 1 介護予防支 35,066 834 35,900 その他

援事業費 834

    （介護保険特別会計：介護サービス事業勘定）

    

　　　款　項　目　　　 補正前の額 補　正　額 計
　　補正額の財源内訳　　

　特定財源　 　一般財源　
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（単位：千円）

12 委  託  料 834  1 介護予防支援事業費                                         834
  その他委託料                                               (834)
    介護予防支援計画原案作成委託料                           (834)

    

節
説　　　　　　　　　　　明

区　　分 　金　　額　
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議第７５号  

 
 

令和６年度荒尾市南新地土地区画整理事業  

特別会計補正予算（第２号）  

 令 和 ６ 年 度 荒 尾 市 南 新 地 土 地 区 画 整 理 事 業 特 別 会 計 補 正 予 算

（第２号）は、次に定めるところによる。  

 （繰越明許費）  

第１条  地方自治法（昭和２２年法律第６７号 ）第２１３条第１項

の 規 定 に よ り 翌 年 度 に 繰 り 越 し て 使 用 す る こ と が で き る 経 費 は 、

「第１表  繰越明許費」による。  

 

  令和６年１１月２７日提出  

 

荒尾市長  浅田敏彦  
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（単位：千円）

款 項

　２ 事業費 　１ 南新地事業費
社会資本整備総合交付金事業費（都市再生区画整
理）

66,000

　２ 事業費 　１ 南新地事業費 土地区画整理事業費（保留地処分費） 39,854

第　１　表　　繰　越　明　許　費 

事　　業　　名 金　額
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議第７６号  
 
 

令和６年度荒尾市水道事業会計補正予算  

（第１号）  

 （総則）  

第 １ 条  令 和 ６ 年 度 荒 尾 市 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算 （ 第 １ 号 ） は 、

次に定めるところによる。  

（収益的収入及び支出）  

第 ２ 条  令 和 ６ 年 度 荒 尾 市 水 道 事 業 会 計 予 算 （ 以 下 「 予 算 」 と い

う 。）第３条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する 。 
（科 目）    （既決予定額）  （補正予定額）   （計） 

              支     出 
第１款 水道事業費用   1,189,943 千円     12,000 千円     1,201,943 千円 

第１項 営業費用   1，116,262 千円     12,000 千円     1,128,262 千円 

（資本的収入及び支出）  

第３条  予算第４条本文括弧書中「５７０，９０１千円」を「６４０，

９４９千円」に、「９２，０３９千円」を「１１７，７３４千円」

に、「２９６，７９０千円」を「３０８，７９０千円」に、「１８２，

０７２千円」を「２１４，４２５千円」に改め、資本的収入及び支

出の予定額を次のとおり補正する。  
（科 目）    （既決予定額）  （補正予定額）   （計） 

収     入  
第１款 資本的収入    911,849 千円    212,600 千円     1，124,449 千円 

 第１項 企業債     715,300 千円  212,600 千円    927,900 千円 

              支     出 
第１款 資本的支出    1,482,750 千円    282,648 千円     1,765,398 千円 

第１項 建設改良費  1,173,703 千円    282,648 千円     1,456,351 千円 
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（企業債）  

第 ４ 条  予 算 第 ６ 条 中 「 ７ １ ５ ， ３ ０ ０ 千 円 」 を 「 ９ ２ ７ ， ９ ０

０千円」に改める。  

 

令和６年１１月２７日提出  

荒尾市長  浅田敏彦  
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款 項 既決予定額 補正予定額 計

1 水道事業費用 1,189,943 12,000 1,201,943

1 営業費用 1,116,262 12,000 1,128,262

17,823 12,000 29,823

款 項 既決予定額 補正予定額 計

1 資本的収入 911,849 212,600 1,124,449

1 企業債 715,300 212,600 927,900

715,300 212,600 927,900

款 項 既決予定額 補正予定額 計

1 資本的支出 1,482,750 282,648 1,765,398

1 建設改良費 1,173,703 282,648 1,456,351

1,092,235 282,648 1,374,883

支　　　出

（単位：千円）

目 備　考

6 資産減耗費 固定資産除却費

資本的収入及び支出

支　　　出

収　　　入

（単位：千円）

　令和６年度　荒尾市水道事業会計補正予算（第１号）実施計画

収益的収入及び支出

2 配水設備改良費 委託料

水道事業債

（単位：千円）

目 備　考

目 備　考

1 建設改良企業債

- 121 -



（単位：千円）
項　　　　　　目

１　業務活動によるキャッシュ・フロー
　当年度純利益 △ 46,067
　減価償却費 481,822
　固定資産除却費 29,822
　減損損失 0
　貸倒引当金の増減額（△は減少） △ 100
　引当金の増減額 3,401
　長期前受金戻入額 △ 202,854
　受取利息及び受取配当金 △ 10
　支払利息 72,677
　固定資産売却損益 0
　未収金の増減額（△は増加） △ 26,968
　受取手形の増減額（△は増加） 0
　たな卸資産の増減額（△は増加） 167
　その他流動資産の増減額（△は増加） 0
　特定収入仮払消費税の調整額 △ 14,522
　未払金の増減額（△は減少） 328
　前受金の増減額（△は減少） 0
　その他流動負債の増減額（△は減少） 0
　小計 297,696
　利息及び配当金の受取額 10
　利息の支払額 △ 72,677
業務活動によるキャッシュ・フロー 225,029

２　投資活動によるキャッシュ・フロー
　有形固定資産の取得による支出 △ 1,324,050
　有形固定資産の売却による収入 1
　無形固定資産の取得による支出 0
　無形固定資産の売却による収入 0
　固定資産の除却による支出 0
　有価証券の取得による支出 0
　有価証券の売却による収入 0
　貸付けによる支出 0
　貸付金の回収による収入 0
　国庫補助金等による収入 29,150
　一般会計からの繰入金による収入 153,998
　負担金による収入 13,355
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 1,127,546

３　財務活動によるキャッシュ・フロー
　一時借入れによる収入 0
　一時借入金の償還による支出 0
　建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 927,900
　建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 △ 309,047
　その他の企業債による収入 0
　その他の企業債の償還による支出 0
　建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金による収入 0
　建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金の償還による支出 0
　その他の他会計借入金による収入 0
　その他の他会計借入金の償還による支出 0
　他会計からの出資による収入 0
　リース債務の返済による支出 0
財務活動によるキャッシュ・フロー 618,853

資金の増加額（又は減少額） △ 283,664
資金期首残高 654,143
資金期末残高 370,479

令和６年度　荒尾市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
（令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで）

金　　　　額
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(単位：千円）

１　固定資産

（１）有形固定資産

　　イ　土地 240,138

　　ロ　建物 455,288

　　　　減価償却累計額 △ 183,167 272,121

　　ハ　構築物 13,609,926

　　　　減価償却累計額 △ 6,410,094 7,199,832

　　ニ　機械及び装置 2,909,280

　　　　減価償却累計額 △ 1,473,899 1,435,381

　　ホ　車両及び運搬具 15,430

　　　　減価償却累計額 △ 8,333 7,097

　　ヘ　工具器具及び備品 82,500

　　　　減価償却累計額 △ 59,282 23,218

　　ト　建設仮勘定 1,385,109

　    有形固定資産合計 10,562,896

（２）無形固定資産

　　イ　電話加入権 81

　　ロ　ダム使用権 1,495,702

　    無形固定資産合計 1,495,783

　    固定資産合計 12,058,679

２　流動資産

（１）現金預金 370,479

（２）未収金 139,149

　　　未収金貸倒引当金 △ 1,530 137,619

（３）貯蔵品 3,299

（４）その他流動資産 0

　    流動資産合計 511,397

　    資産合計 12,570,076

令和６年度　荒尾市水道事業予定貸借対照表
（令和７年３月３１日）

資 産 の 部
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３　固定負債

（１）企業債 5,055,288

（２）引当金

　　イ　退職給付引当金 46,302

　　ロ　修繕引当金 25,146 71,448

　    固定負債合計 5,126,736

４　流動負債

（１）一時借入金 0

（２）企業債 295,524

（３）未払金 191,457

（４）引当金

　　イ　退職給付引当金 0

　　ロ　賞与引当金 4,029

　　ハ　法定福利引当金 600 4,629

（５）その他流動負債 1,069

　    流動負債合計 492,679

５　繰延収益

（１）長期前受金 6,533,111

（２）長期前受金収益化累計額 △ 3,645,091

　    繰延収益合計 2,888,020

　    負債合計 8,507,435

６　資本金

（１）自己資本金 3,534,632

　    資本金合計 3,534,632

７　剰余金

（１）資本剰余金

　　イ　国県補助金 18,117

　　ロ　工事負担金 324

　　ハ　受贈財産評価額 25,622

　　ニ　他会計負担金 26,727

　　ホ　他会計補助金 0

　    資本剰余金合計 70,790

（２）利益剰余金

　　イ　減債積立金 392,908

　　ロ　建設改良積立金 10,000

　　ハ　当年度未処分利益剰余金 54,311

　    利益剰余金合計 457,219

　    剰余金合計 528,009

　    資本合計 4,062,641

　    負債資本合計 12,570,076

負 債 の 部

資 本 の 部
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議第７７号  
 
 

令和６年度荒尾市下水道事業会計補正予算  

（第２号）  

 （総則）  

第１条  令和６年度荒尾市下水道事業会計補正予算（第２号）は、

次に定めるところによる。  

（債務負担行為）  

第 ２ 条  令 和 ６ 年 度 荒 尾 市 下 水 道 事 業 会 計 予 算 第 ５ 条 に 定 め た 債

務負担行為の追加は、次のとおりとする。  

事項 期間 限度額 
荒尾市八幡台浄化センター

及びマンホールポンプ場運

転管理業務委託 
令和７年度～令和８年度 ５８，０００千円 

汚泥収集運搬業務委託 令和７年度～令和８年度 １７，０００千円 

荒尾市大島浄化センター併

設雨水ポンプ場分水桝更新

機械設備工事 
令和７年度～令和８年度 ４５０，０００千円 

荒尾市大島浄化センター併

設雨水ポンプ場分水桝更新

電気設備工事 
令和７年度～令和８年度 ８０，０００千円 

 

令和６年１１月２７日提出  

荒尾市長  浅田敏彦  
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議第７８号  
 
 

令和６年度荒尾市病院事業会計補正予算  

（第２号）  

 

 （総則）  

第 １ 条  令 和 ６ 年 度 荒 尾 市 病 院 事 業 会 計 補 正 予 算 （ 第 ２ 号 ） は 、

次に定めるところによる。  

 （収益的収入及び支出）  

第 ２ 条  令和６年度荒尾市病院事業会計予算（以下｢予算｣という。）

第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 
（科 目）    （既決予定額） （補正予定額）   （計） 

収     入 
第１款 病院事業収益  8,420,552 千円   337,513 千円    8,758,065 千円 

第１項 医業収益    7,928,124 千円     337,513 千円      8,265,637 千円 

支     出 
第１款 病院事業費用 10,076,282 千円   463,711 千円    10,539,993 千円 

第１項 医業費用    8,825,282 千円   463,711 千円     9,288,993 千円 

 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費）  

第３条  予算第９条に定めた経費の金額を次のように改める。  
（科 目）   （既決予定額）  （補正予定額）   （計） 
職員給与費    4,588,247 千円      7,958 千円    4,596,205 千円 

 （たな卸資産購入限度額）  

第４条  予算第１０条中「１，８３３，７４０千円」を「２，１９４，

１８６千円」に改める。  

 

令和６年１１月２７日提出  

荒尾市長  浅田敏彦  
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　　　　　　　　　　　　　　　　　収 益 的 収 入 及 び 支 出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　収　入
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（単位：千円）

款 項 目 既決予定額 補正予定額 計 備　　　考

１ 病院事業収益 8,420,552 337,513 8,758,065

１ 医業収益 7,928,124 337,513 8,265,637

１ 入院収益 5,278,754 92,344 5,371,098

２ 外来収益 2,171,327 245,169 2,416,496

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　支　出
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（単位：千円）

款 項 目 既決予定額 補正予定額 計 備　　　考

１ 病院事業費用 10,076,282 463,711 10,539,993

１ 医業費用 8,825,282 463,711 9,288,993

１　給与費 4,588,247 7,958 4,596,205
児童手当法改正に伴う給与
費の増加

２　材料費 1,833,740 360,446 2,194,186
希少疾患の治療、高額医薬
品の使用量増加等による材
料費の増加

３　経費 1,468,313 95,307 1,563,620
光熱水費及び燃料費の高騰
並びに委託料の増加

令和６年度荒尾市病院事業会計補正予算（第２号）実施計画

希少疾患の治療、高額医薬
品の使用量増加等による収
益増加
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1 医業活動によるキャッシュ・フロ－

2 投資活動によるキャッシュ・フロ－

3 財務活動によるキャッシュ・フロ－

　当期資金増減額

　期首資金残高

　期末資金残高

他 会 計 出 資 金 763

長 期 借 入 れ に よ る 収 入 0

長 期 借 入 金 返 済 に よ る 支 出 0

計 435,050

△ 1,046,296

2,252,964

1,206,668

企 業 債 償 還 に よ る 支 出 △ 581,813

寄 附 金 収 入 0

他 会 計 繰 入 金 0

企 業 債 借 入 れ に よ る 収 入 1,016,100

長 期 前 受 金 等 収 入 17,877

計 △ 943,053

資 本 費 繰 入 収 益 107,750

一 時 借 入 れ に よ る 収 入 900,000

一 時 借 入 金 の 返 済 に よ る 支 出 △ 900,000

長 期 貸 付 金 返 済 に よ る 収 入 2

有 形 固 定 資 産 の 取 得 に よ る 支 出 △ 1,044,072

有 形 固 定 資 産 の 売 却 に よ る 収 入 5,390

長 期 貸 付 金 に よ る 支 出 △ 30,000

利 息 及 び 配 当 金 の 受 取 額 40

利 息 の 支 払 額 △ 176,000

計 △ 538,293

受 取 利 息 及 び 配 当 金 △ 40

支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 176,000

小 計 △ 362,333

そ の 他 0

資 本 費 繰 入 収 益 △ 107,750

他 会 計 繰 入 金 0

貯 蔵 品 の 増 減 額 0

そ の 他 流 動 資 産 の 増 減 額 0

そ の 他 流 動 負 債 の 増 減 額 △ 396

長 期 前 受 金 戻 入 額 △ 53,000

未 収 金 の 増 減 額 △ 608,706

未 払 金 の 増 減 額 0

減 価 償 却 費 893,500

資 産 減 耗 費 10,000

職 員 確 保 経 費 0

修 繕 引 当 金 の 増 減 額 0

令和６年度　荒尾市病院事業予定キャッシュ・フロ－計算書
（令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで）

（単位：千円）

当 期 純 利 益 △ 1,781,928

貸 倒 引 当 金 の 増 減 額 29,998

退 職 給 付 引 当 金 の 増 減 額 122,000

賞 与 引 当 金 の 増 減 額 3,254

長 期 前 払 消 費 税 勘 定 償 却 954,735
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　総括 （単位：千円）

賞与

特別職 一般職 報  酬 給  料 手  当 計 引当金

 (140)

1 457 187,100 1,933,600 1,611,491 3,732,191 580,001 276,055 4,588,247

(△ 2)

7,958 7,958 7,958

 (138)

1 457 187,100 1,933,600 1,619,449 3,740,149 580,001 276,055 4,596,205

（　）内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員で外数

（単位：千円）

 区　分 扶養手当 地域手当 住居手当  通勤手当
特殊勤務

手当
 時間外

勤務手当
休日勤務

手当

補正前の額 39,887 61,412 31,361 30,300 299,864 259,785 17,828

補正額

計 39,887 61,412 31,361 30,300 299,864 259,785 17,828

区　分
夜間勤務

手当
宿日直手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 退職給付費

補正前の額 29,389 118 14,068 279,808 229,061 21,610 297,000

補正額 7,958

計 29,389 118 14,068 279,808 229,061 29,568 297,000

合   計

補正前の額

補正額

計

手
 

当
 

の
 

内
 

訳

 給   　与　   費　   明   　細　   書

区　　　 分
職員数(人)  給　　　　与　　　　費

法定福利費

- 131 -



令和６年度　荒尾市病院事業予定貸借対照表

(令和７年 ３月３１日)

(単位：千円)

資    産    の    部
１   固   定   資   産
  (1)  有 形 固 定 資 産
     イ  土           地 539,607
     ロ  建           物 11,441,001
        減 価 償 却 累 計 額 △ 1,110,077 10,330,924
     ハ  構     築     物 696,325
        減 価 償 却 累 計 額 △ 73,017 623,308
     ニ  器   械   備   品 4,351,636
        減 価 償 却 累 計 額 △ 2,277,661 2,073,975
     ホ  車            両 13,643
        減 価 償 却 累 計 額 △ 9,593 4,050
     ヘ  放 射 線 同 意 元 素 0
        減 価 償 却 累 計 額 0 0
     ト  建 設 仮 勘 定 0
     チ  その他有形固定資産 0
        減 価 償 却 累 計 額 0 0
     リ  樹           木 0
      有 形 固 定 資 産  合 計 13,571,864
  (2)  無 形 固 定 資 産
     イ  施 設 利 用 権 72
     ロ  電 話 加 入 権 2,037
      無 形 固 定 資 産  合 計 2,109
  (3)  投          資
     イ  投 資 有 価 証 券 0
     ロ  長 期 貸 付 金 256,448
     ハ  貸 倒 引 当 金 （長 期 貸 付） △ 256,448
     ニ  長 期 前 払 消 費 税 0
      投        資    合  計 0
      固  定  資  産   合  計 13,573,973
２   流   動   資   産
  (1)  現 金 預 金 1,206,668
  (2)  未  収  金 1,841,575
  (3)  貸 倒 引 当 金 （ 未 収 ） △ 12,589
  (4)  有 価 証 券 0
  (5)  貯 蔵 品 52,486
  (6)  短 期 貸 付 金 0
  (7)  貸 倒 引 当 金（短 期 貸 付） 0
  (8)  前 払 費 用 0
  (9)  前 払 金 0
  (10)  そ の 他 流 動 資 産 0
      流  動  資  産   合  計 3,088,140
   資     産    合    計 16,662,113
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負    債    の    部
３  固　定  負  債
  (1)  企　業　債
     イ  建 設 に 要 す る 企 業 債 13,441,895
     ロ  そ の 他 企 業 債 0
      企　業　債　　合　計 13,441,895
  (2)  他 会 計 借 入 金 0
  (3)  引　当　金
     イ  退 職 給 付 引 当 金 1,344,823
     ロ  特 別 修 繕 引 当 金 0
      引　当　金　　合　計 1,344,823
  (4)  そ の 他 固 定 負 債 0
　　　固　定　負　債　合　計 14,786,718
４  流   動   負   債
  (1)  一 時 借 入 金 0
  (2)  企 業 債
     イ  建 設 に 要 す る 企 業 債 579,621
     ロ  そ の 他 企 業 債 0
　　　企 業 債　　合 計 579,621
  (3)  他 会 計 借 入 金 0
  (4)  未  払  金 1,441,761
  (5)  未  払  費　用 0
  (6)  前　受　金 0
  (7)  引　当　金
     イ  賞 与 引 当 金 231,491
     ロ  法 定 福 利 費 引 当 金 44,564
     ハ  修 繕 引 当 金 0
      引　当　金　　合　計 276,055
  (8)  そ の 他 流 動 負 債 29,787
      流  動  負  債   合  計 2,327,224
５　繰 延 収 益
  (1)  長 期 前 受 金 541,511
  (2)  長期前受金収益化累計額 △ 248,548
       繰　延　収　益　合　計 292,963
   負     債    合    計 17,406,905

資    本    の    部
６  資   本   金
  (1)  固 有 資 本 金 186,451
  (2)  再 評 価 組 入 資 本 金 0
  (3)  繰 入 資 本 金 25,480
  (4)  組 入 資 本 金 6,000
      資  本  金     合  計 217,931
７  剰   余   金
  (1)  資 本 剰 余 金
     イ  受 贈 財 産 評 価 額 36,250
     ロ  寄 附 金 0
     ハ  そ の 他 資 本 剰 余 金 7,019
     資 本 剰 余 金  合  計 43,269
  (2)  利 益 剰 余 金
     イ  減 債 積 立 金 0
     ロ  利 益 積 立 金 0
     ハ そ の 他 積 立 金 0
     ニ 建 設 改 良 積 立 金 0
     ホ その他未処分利益剰余金 0
     ヘ 当年度未処理欠損金（減資後） 1,005,992
     利 益 剰 余 金  合  計 △ 1,005,992
     剰  余  金    合   計 △ 962,723
  資    本      合   計 △ 744,792
  負  債  資  本  合  計 16,662,113
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